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Ⅰ 福祉の現在

社会保障給付費（2020年度）

126.8兆円、対GDP比22.2%

５７.７兆円（45.5％）
４０.６兆円（32.0％） 12.3兆円（9.7％）

16.2兆円（12.8％）

医療＋介護 52.9兆円（41.7%)
4

福祉＋介護
28.5兆円
（22.5%)
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現在、我々はどこに位置するか

1990年 ゴールドプラン（初年度）

福祉８法改正

1995年 新ゴールドプラン

エンゼルプラン

1996年 障害者プラン

2000年 介護保険制度スタート

2005年 障害者自立支援法制定

2012年 子ども・子育て新制度

2013年 生活保護法改正

生活困窮者自立支援法制定

2014年 医療介護総合確保推進法（19本の法律改正）

2017年 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

改正

2020年 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の改正

2042年   高齢者数のピーク
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厚生労働省ホームページ

1961年
皆保険・皆年金の達成

１９７３年
「福祉元年」

「年金」が「医療」を抜く

１９８０年代
福祉は伸びず

１９９０年
バブル崩壊

１９９０年以降
福祉は充実

この30年間の社会保障の動向

１９９０ ２０２０ 増加割合

給付総額 ４７．４（100.0％） １２６．８（100.0％） ２．６７倍

年金 ２４．０（50.7％） ５７．７（45.5％） ２．４０倍

医療 １８．６（39.1％） ４０．６（32.0％） ２．１９倍

福祉その他 ４．８（10.2 ％） ２８．５（22.5％） ５．９３倍

対GDP比 １０．５０％ ２２．２％ ２．１１倍
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Ⅱ 直面する課題

福祉を取り巻く状況

○少子高齢化と人口減少

○家族（世帯）の変容

○経済の低迷と雇用の変化

○厳しい財政状況
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①少子高齢化と人口減少

少子高齢化、人口減少

1989年（H元） １．５７ショック

1990年（H２） 高齢化率 １２.１％

2008年（H２０） 人口のピーク（１億２８０８万人）

2020年（R２） 高齢化率 ２８.７％
12
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2015年版 厚生労働白書

人口減少社会へ突入

1872年（M5) 3,481万人 （1871年戸籍法）

1920年（T９） 5,596万人 （最初の国勢調査）

1948年（S23) 8,000万人台

1967年（S42) 1億人台

2008年（H20） 1億2,808万人（人口のピーク）

2020年（R２） 1億2,596万人（2020年4月概算値）
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2020年の人口の動き

〇出生数     872,683人 （▲25,917人）
                    過去最低

〇死亡数    1,384,544人 （▲9,373人）
                      11年振りに減少

〇自然増減数 ▲511,861人（ ▲16,544人）

○婚姻数 537,583組  （▲78,069組）
昭和25年以来の減少率(12.1%減）

2020年9月17日厚生労働省公表15

高齢者人口
【総務省統計局 20２０年9月20日公表】

〇65歳以上の高齢者人口 3,617万人（＋30万人）

〇高齢化率 28.7% （＋0.3%）

○75歳以上人口 1,871万人（14.9％）
（＋24万人）

○85歳以上人口 618万人（ 4．9％）

16
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高まる高齢化率
（総人口に対する高齢者の割合）

1960年  5.7%

1970年  7.1%     高齢化社会

1990年  12.1%

1994年  14.0%      高齢社会

2000年  17.4%

2010年  23.0%

2020年  28.7%

今後の高齢化の特色

2020年版厚生労働白書



10

厚生労働省保険局

医療費の制度別割合(2019年度）

被用者保険
31.0%

国保
24.9%

75歳以上
39.1%

公費6.0%

被用者保険
31.0%

75歳以上
総人口の14％
医療費の39％を占める
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年齢階級別要介護認定率

２０１９年２月２５日
介護保険部会資料

②家族（世帯）の変容
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世帯類型別の構成割合
2020年版厚生労働白書

65歳以上のいる世帯の状況

2020年版厚生労働白書
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③経済の低迷と雇用の変化

労働政策研究・研修機構HP26
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2019年 国民生活基礎調査の概況27

非正規雇用労働者の割合の推移

2020年版厚生労働白書
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女性の就業率の変化
2020年版厚生労働白書

④厳しい財政状況
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2021年度予算 歳出

単位 億円

社会保障費 35兆8,421億円
歳出の33.6%

一般歳出66兆9,020億円の
53.6%

2021年度予算 歳入

単位 億円

歳入のうち税収は約57兆円
約40％は公債金に依存

出典：財務省 日本の財政関係資料（2021年4月）
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一般会計における
歳出・歳入の状況

○歳出が税収を上回る
○差を公債発行で埋めている
○公債には

・建設公債
・特例公債

がある。

出典：財務省 日本の財政関係資料（2021年4月）

国債残高の累増

2021年度末には990兆円に
達する見込み

出典：財務省 日本の財政関係資料（2021年4月）
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出典：財務省 日本の財政関係資料（2021年4月）

Ⅲ 進むべき方向
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①介護保険の20年

介護保険制度のねらい

○措置から契約へ（低所得層→普遍化）

○自己決定、選択（事業者の参入自由化）

○自立支援・在宅重視

○医療サービスと福祉サービスの統合

○「混合介護」（介護保険と自費との組み合わせ）

○社会保険方式の採用（保険料+税財源）

○地方分権：市町村で「給付と負担の連動」
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国

25%

都道府県

12.5%

市町村

12.5%

第２号保険料

33%

第１号保険料

17%

第１号保険保険料の
水準：市町村が決定

65歳以上人口と
40〜64歳人口との
割合で配分

介護保険の財源構成

国

25%

都道府県

12.5%

市町村

12.5%

第２号保険料

33%

第１号保険料

17%

介護保険の仕組み

年金から天引き

医療保険の保険者
から徴収

市町村負担は
12.5%のみ

第１号保険料の水準が
当該市町村の介護保険の
規模を決定する。
→第２号保険料と

国＋都道府県の税財源は
自動的に決まる仕組み
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介護保険導入の効果
2000年 2019年 伸び率

65歳以上人口 2,165万人 3,5２８万人 1.6倍

要介護認定者数 218万人 659万人 3.0倍

サービス受給者 149万人 489万人 3.4倍

総費用額 3.6兆円 11.7兆円 3.3倍

保険料 2,911円 5,869円 2.0倍

41

介護保険制度の20年

◯制度発足後、給付は大幅拡大

◯制度の根幹は安定的に推移

◯主要な制度改正
・地域支援事業、地域密着サービスの創設
・サービスメニューの追加
・高齢者の自己負担の見直し

42
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主要な制度改正

◯食費、居住費の自己負担、補足給付

○利用者負担：1割⇒原則1割、一部に2～3割負担

◯介護予防

◯地域密着型サービス

◯小規模多機能、定期巡回等

◯地域包括支援センター

◯地域支援事業

＊地域包括ケア、地域共生社会

43

制度発足当初：施設の費用が大部分

28%

72%

2000年4月の介護給付費 2,190億円

居宅サービス

施設サービス

44
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在宅サービスが拡充

51%

16%

33%施設サービス

2017年4月の介護給付費 7,230億円

居宅サービス

地域密着型サービス

高齢者世代内の連帯

＊所得段階別定額保険料

＊公費を投入せず、世帯内部で負担の分かち合い
【当初５段階】

①老齢福祉年金受給者 ×０．５

②住民税非課税（世帯） ×０．７５

③住民税非課税者（本人） 基準額

④住民税課税 ×１．２５

⑤住民税課税 ×１．５
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高齢者の保険料は、負担能力に応じた負担を求める観点から、原則として

各市町村ごとの所得段階別の定額保険料としている（５段階ないし６段階）

第１号保険料

この部分が均衡するように、第４段階と
第５段階の境界の基準所得金額を設定

住民税 住民税
世帯非課税者 本人非課税者

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階

×0.5 ×0.75 ×1 ×1.25 ×1.5

約 ％ 約 ％ 約 ％ 約 ％ 約 ％2 34 39 13 12

〜第⼀号被保険者の７５％は住⺠税世帯⾮課税層〜

７５％
住⺠税⾮課税層

２５％
課税層

基準所得金額

現行200万円

対象者

乗率

②地域包括ケアシステム
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医療・介護の改革

〇皆保険の維持⇒提供体制の改革が必須

〇疾病構造の変化
「医療の在り方そのもの」が変わらなければならない。

〇医療・介護を一体的に考える
「病院完結型」⇒「地域完結型」

 「治す医療」から「治し・支える医療」へ

〇データに基づいて医療提供体制を制御する。

49

2013年8月 社会保障制度改革国民会議報告書

○都道府県の責任の強化：
国保の保険者（市町村⇒都道府県）

○診療報酬・介護報酬による誘導以外の「別途の財政

支援の手法」 ⇒基金方式

○フリーアクセス：「必要な時に必要な医療にアクセス

できる」 （再定義）

○「緩やかなゲートキーパー機能を備えた『かかりつけ

医』の普及は必須」

50

2013年8月 社会保障制度改革国民会議報告書
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医療介護総合確保推進法

〇2014年の通常国会で成立

・医療・介護関係19法律の改正

○効率的で質の高い医療

⇒医療法などの改正

○地域包括ケアシステムの構築

⇒介護保険法などの改正
51

地域包括ケアに必要なもの

○住まい

○医療

○介護

○介護予防

○日常生活の支援

自宅又はそれにかわる住居：住み慣れた地域でくらす

医療と介護の連携：専門職によるサービス

要介護にならない、重度化しない

制度外サービスとの組み合わせ
住民の助け合い（互助）
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2014年の介護保険法の改正
○医療と介護の連携

・在宅医療と介護の連携：市町村事業（地域支援事業）
⇒都道府県から市町村への権限の移行

○生活支援サービスの充実
・要支援者に対する訪問介護・通所介護

⇒個別給付から地域支援事業に移行
・市町村：介護予防・日常生活支援総合事業

⇒協議体の設置
⇒生活支援コーディネーターの配置

2005年改正：地域支援事業の創設

介護保険

介護給付

地域支援事業

54
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地域支援事業の構造

地域支援事業

地域包括支援センター

介護予防事業

在宅医療・介護連携の推進

認知症施策の推進

生活支援サービスの体制整備

認知症初期集中支援チーム

認知症地域支援推進員

生活支援コーディネータの配置

協議体の設置

2014年改正で
追加

2005年改正で創設

2005年改正で創設

55

地域包括支援センター

地域包括支援

センター

介護予防マネジメント

総合相談支援業務

権利擁護業務

ケアマネジメント支援

地域ケア会議の充実2005年改正で創設 2014年改正で
追加

2005年改正で創設

56



29

【財源構
成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構
成】

国 39%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険
料

22%

介護予防給付
（要⽀援1〜２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○ ⼆次予防事業
○ ⼀次予防事業

介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業の場合
は、上記の他、⽣活⽀援サービスを含む
要⽀援者向け事業、介護予防⽀援事業。

包括的支援事業
○地域包括⽀援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談⽀援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント⽀援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護⽀援事業
○ その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要⽀援1〜２、それ以外の者）

○ 介護予防・⽣活⽀援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・⽣活⽀援サービス（配食等）
・介護予防⽀援事業（ケアマネジメント）

○ ⼀般介護予防事業

包括的支援事業

○ 地域包括⽀援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携の推進
○ 認知症施策の推進

（認知症初期集中⽀援チーム、認知症地域⽀援推進員 等）
○ ⽣活⽀援サービスの体制整備

（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要⽀援1〜２）

充
実

現行と同様

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護⽀援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1〜５） 介護給付（要介護1〜５）

＜現行＞ ＜見直し後＞介護保険制度

全市町村で
実施

新しい地域⽀援事業の全体像

57

個別給付から
事業へ

生活支援の
充実

医療・介護連携
認知症施策
生活支援体制
整備

57

③地域共生社会の実現
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2017年の介護保険法等の改正

○地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法
等の一部を改正する法律 （2017年5月26日可決、成立）

○地域包括ケアシステムの深化・推進
・地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障

害者総合支援法、児童福祉法の改正）

・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分

野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化

・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険

と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付け

59

社会福祉法の改正
第4条（地域福祉の推進）に第２項を追加

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを
必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防
(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状 態
若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、
住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地
域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地
域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が
確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握
し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援
関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意す
るものとする。 60
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地域共生社会へ

○高齢者のみではなく、全世代を対象に。

○障害別などにこだわらず、制度の縦割りを超える。

○複合的、複雑な課題に対応する。

○総合相談など地域のプラットフォームを作る。

○狭い「福祉」の領域にととまらず、広く地域の生活課

題に対処する。

61

そして地域共生社会への発展

地域包括ケア

⽣活困窮者⾃⽴⽀援

全世代・
全対象型

地域包括⽀援

地
域
共
生
社
会

障害者⾃⽴⽀援

2020年1月17日 鈴木俊彦事務次官（当時）講演資料 62
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Ⅳ 2040年に向けて

１９９０ ２０２０ ２０４０

給付総額 ４７．４（100.0％） １２６．８（100.0％） １９０．０（100.0％）

年金 ２４．０（50.7％） ５７．７（45.5％） ７３．２（38.5％）

医療 １８．６（39.1％） ４０．６（32.0％） ６８．５（36.0％）

福祉その他 ４．８（10.2 ％） ２８．５（22.5％） ４８．３（25.4％）

対GDP比 １０．５０％ ２２．２％ ２４．０％

2.67倍

2.40倍

2.19倍

5.93倍

2.11倍

1.49倍

1.26倍

1.68倍

1.69倍

1.08倍

うち介護 12.3(9.7%)       うち介護 25.8(13.5%) 2.09倍

社会保障給付費（1990年〜2040年）
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2040年までの65歳以上人口の推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

単位：1000人

2000年から1,415万人増

2020年から301万人増

65

2040年までの高齢化率の推移

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

グラフ タイトル

2000年 17.4%⇒2020年 28.9%

＋11.5%

2020年 28.9%⇒2040年 35.3%

＋6.4%

66
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「医療、福祉」で働く人

○産業別就労者数 6,350万人のうち

・「医療、福祉」 ８１４万人で３位。

・働く人の8人に1人は医療、福祉の分野。

卸売業、小売業 １，０７５万人

製造業 １，０５２万人

医療、福祉 ８１４万人（１２．５％）

建設業 ４９８万人

（2016年）

67

2017年『労働経済の分析』

（2016年）

68
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医療福祉の人材の確保が課題

○現在、働く人の8人に一人が「医療、福祉」

○2030年には6人に一人

○2040年には5人に一人

＊人材のひっ迫が、これからの医療・介護の制約要因か。

69

これからの社会保障

○高齢化はほぼ終了、人口減少が課題

○高齢期集中型から全世代型対応型への転換が必要

○ニーズの複雑化・複合化→個別的・伴走型の対応

○「病院完結型」から「地域完結型」へ

○「地域包括ケア」、「地域共生社会」という目標

○狭い「福祉」から「街づくり」へ
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Ⅴ 世田谷の福祉

①世田谷区の体制
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◆世田谷区の概要

100歳以上560人 2021年4月（※2020年３月）【面積 ５８.０８ K㎡】

総 人 口 920,471人

世 帯 数
（1世帯平均）

491,879世帯
（1.9人）

0～14歳
108,546人
（11.79％）

15～64歳
626,172人
（68.02%）

65歳以上
185,753人
（20.18%）

身体障害者手帳所持者
（65歳以上）

19,215人
（67％)

（肢体・内部疾患多）

要支援・要介護認定者数 40,256人
愛の手帳所持者

（65歳以上）
4,199人

（7.6％）

認知症症状の出現率※
（日常生活自立度Ⅱ以上）

23,990人
精神障害者手帳(H31)
精神通院医療(H30)

6,187人
12,338人

平均寿命
平成27年
国勢調査

男性
82.8歳
（全国3位)

難病(小児慢性疾患除) 8,663人

女性
88.5歳
（全国8位）

生活保護受給者
(保護率)

10,292人
(11.1‰）

28

73

第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
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第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
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第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

医療と介護の連携
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○３層構造

＊福祉の総合相談窓口

１ 地区版地域ケア会議
個別ケースの検討

２ 地域版地域ケア会議
地区で課題困難事例等

３ 全区版地域ケア会議
（世田谷区地域保健福祉審議会）

全区で取り組む課題の検討

地域ケア会議地域ケア会議

認知症施策の総合的な推進

２８
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協議体のイメージ図

②第８期高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画
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世田谷区の介護給付費の推移

165

222

260

293
318 328 329

342
354

378
400

421

454
481

506
518 520

533 540
555

596
616

634
658

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025

単位：億円

＊介護給付費と予防給付費の合計

第８期計画

見込み

2000年度166億円から2019年度555億円まで
3.3倍に増加

世田谷区の介護サービスの特色

①施設給付費の割合が低い（世田谷区21%、全国34%)

・老人保健施設（世田谷区6.8%、全国13.3%）

②特定施設の割合が高い（世田谷区17.8%、全国5.2%)

③「居宅」の割合が高い（世田谷区59%、全国44%)

・訪問介護（世田谷区13.7%、全国9.3%）

・訪問看護（世田谷区5.7%、全国2.5%）
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第８期 世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

第８期 世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
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第８期 世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

第８期 世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
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2020年2月12日 高齢者福祉・介護保険部会資料

第８期 世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
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世田谷区民は長寿である
（平均寿命）

○男性：82.8歳（全国第3位、23区で1位）

全国平均80.8歳、23区平均80.8歳

○女性：88.5歳（全国第8位、23区で1位）
全国平均87歳、23区平均87.2歳

*前回（2010年）の国勢調査

○男性：81.2歳（全国第41位、23区で３位）

○女性：86.4歳（全国第86位、23区で３位）

2015年国勢調査結果
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世田谷区民の健康寿命はそれほど長くない
23区中で世田谷区は、男性6位（平成24年4位）、女性17位（平成24年15位）

その結果、障害期間が長くなっている

◆ 区民の死亡場所の推移
年

病院
診療所

自宅
老人

ホーム
介護老人
保健施設

その他 合計(人)

平成２０年 4,530 950 154 21 84 5,739 

平成２２年 4,560 939 259 38 86 5,882

平成２４年 4,506 1,084 445 40 96 6,171

平成２６年 4,510 1,173 542 53 105 6,383

平成２８年 4,301 1,254 657 66 95 6,373

平成３０年 4,457 1,388 830 64 99 6,838

78.9% 77.5%
73.0% 70.7% 67.5%

65.2%

16.6% 16.0% 17.6% 18.4% 19.7% 20.3%

2.7% 4.4% 7.2% 8.5% 10.3% 12.1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成２０年 平成２２年 平成２４年 平成２６年 平成２８年 平成３０年

死亡場所の推移

病院

診療所

自宅 老人

ホーム

介護老人

保健施設

その他
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世田谷区の第１号被保険者

保険料(基準月額)の推移
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6,989
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保険料は当初から２倍以上に上昇。
第８期保険料は、２７０円低下

介護給付費の伸び率（対前年）
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１ 区民の健康寿命を延ばす

２ 高齢者の活動と参加を促進する

３ 安心して暮らし続けられるための

介護・福祉サービスの確保を図る

初めて計画目標を設定

第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

世田谷区民の平均寿命は、全国的にみて長いですが(※1)、健
康寿命は長くありません(※2)。 

高齢者が生涯にわたり心身ともに健康でいられるよう、健康寿
命の延伸を目指します。 
※1 男性...全国平均80.8歳、世田谷区82.8歳(全国3位、23区1位)。

   女性...全国平均87歳、 世田谷区88.5歳 (全国8位、23区1位)。 

(平成27年市区町村別生命表) 

※2 男性...要支援1:81.63歳(23区中5位)、  要介護2:83.32歳(23区7位)。

      女性...要支援1:82.59歳(23区中15位)、要介護2:85.88歳(23区13位)。 

                                                         (平成30年東京都65歳健康寿命) 

１ 区民の健康寿命を延ばす
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• 運動や栄養だけでなく、社会関係が豊かなほど健康長寿である
ことがわかっています。また、日頃の地域でのつながりは、見
守りにもつながります。しかし、世田谷区で地域活動に参加し
ている高齢者は多くありません。 

• 高齢者が支えられる側だけではなく支える側にもなり、生きが
いや役割をもって活躍できるよう社会参加を促す施策に取り組
み、区が進めている「参加と協働」の 地域づくりを推進し、高
齢者も活躍するまちを目指します。 

２ 高齢者の活動と参加を促進する

•後期高齢者の増加に伴い、支援を必要とする人が増え
続けることが想定されます。 

•住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、要
介護高齢者や支援を必要とする高齢者を地域で支えて
いくために、区、区民、事業者等が連携して、持続可
能な介護・福祉サービスの確保を図ります。 

３ 安心して暮らし続けられるための
介護・福祉サービスの確保を図る
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評価指標
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１ 自立支援・介護予防・重度化防止の推進

２ 高齢者が活躍できるまちづくり

３ 介護人材の確保・定着支援

重点取組み

第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
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第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

②せたがやノーマライ
ゼーションプラン

世田谷区障害施策推進計画

（2021年度〜2023年度）
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精神障害施策

医療的ケア児（者）の支援

日中活動の場と住まいの確保

目標達成のための重点的な取組み
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活動の場の拡大（障害者就労、ピア支援、日中活動）

地域生活拠点等の体制整備

相談支援

目標達成のための重点的な取組み・２

共生社会

サービスの質及び人材の確保

乳幼児期支援の連携

目標達成のための重点的な取組み・３
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Ⅳ コロナ禍を超えて

新型コロナウイルス感染症の蔓延について

○今回のパンデミックにより、社会が抱えている問題があらわになっ
た。

○ポストコロナに向けて、改革を加速させる必要がある。

○介護分野においてもテクノロジーの活用、業務効率化、業務負
担の軽減など、従来にも増して取り組みの強化が必要となる。

○ポストコロナ社会は、コロナ以前の社会にそのまま復帰することは
ないことに留意する必要がある。
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国立社会保障・人口問題研究所小池司朗部長作成
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国立社会保障・人口問題研究所小池司朗部長作成

国立社会保障・人口問題研究所小池司朗部長作成
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国立社会保障・人口問題研究所小池司朗部長作成

ご清聴ありがとうございました。


